
 

  

 

 

 

 

 

２０２５年
ねん

、そして 3学期
が っ き

がスタートしました。冬休
ふ ゆ や す

みは、元気
げ ん き

に過ごせましたか？ 

カゼやインフルエンザ、コロナウイルスに負
ま

けないように３学期も元気
げ ん き

に過ごしましょう!! 

 

               

「元気
げ ん き

すくすく」ミニコーナー 

～手
て

洗
あら

いの歴史
れ き し

～ 

 

手
て

洗
あら

いは１８００年前
ねんまえ

からの習慣
しゅうかん

!? 

神
じん

社
じゃ

にお参
まい

りするとき、参拝
さんぱい

の前
まえ

に手
て

を洗
あら

い、口
くち

をすすいだことがある人
ひと

は 

多
おお

いのではないでしょうか。実
じつ

はこれが今
いま

の手洗
て あ ら

い・うがいの習慣
しゅうかん

の始
はじ

まりと 

されています。 

昔
むかし

、神
じん

社
じゃ

にお参
まい

りする際
さい

は、近
ちか

くの川
かわ

で体
からだ

を洗
あら

い清
きよ

めてからお参
まい

りしていた 

と言
い

われています。 

そして日本
に ほ ん

で最初
さいしょ

に疫病
えきびょう

が流行
は や

り、多
おお

くの人
ひと

が命
いのち

を落
お

とした西
せい

暦
れき

２５０年
ねん

頃
ごろ

。 

当時
と う じ

の天皇
てんのう

が神社
じんじゃ

に手水舎
ちょうずしゃ

を作
つく

り、より効率的
こうりつてき

に参拝前
さんぱいまえ

に手
て

と口
くち

を洗
あら

い清
きよ

めら 

れるようにしたそうです。それが、次
し

第
だい

に食
しょく

前
ぜん

やトイレ後
ご

の手
て

洗
あら

いの習
しゅう

慣
かん

へと 

変化
へ ん か

したと言
い

われています。約
やく

１８００年
ねん

も前
まえ

から手洗
て あ ら

い・うがいは感染症
かんせんしょう

予
よ

 

防
ぼう

の習慣
しゅうかん

として、大切
たいせつ

にされてきたんですね。 

 

 

 

 

１月
がつ

 ８日
か

(木
もく

) 発育
はついく

測定
そくてい

(４～６年生
ねんせい

) 

１月
がつ

 ９日
か

(金
きん

) 発育
はついく

測定
そくてい

(１～３年生
ねんせい

、すずかけ学級
がっきゅう

) 

 

※かみの毛
け

を高
た か

い位置
い ち

で結
む す

んだり止
と

めたりすると、正
た だ

しく身長
しんちょう

が測
は か

れません。 

高
た か

さがでないしばり方
か た

で来
き

てね。 

はなが でている       あごにつけている       すきまが あいている 

第五小学校 

保健室 

せっかくマスクをつけていても、正
た だ

しく使
つ か

っていないと効果
こ う か

がありません。

下
し た

に書
か

いてあることは守
ま も

れているかな? 

手
て

洗
あら

いうがいの大
たい

切
せつ

さを知
し

ってほしいという願
ねが

いを込
こ

 

めて、今月
こんげつ

は「手
て

洗
あら

いの歴
れき

史
し

」についてです。 

 

 



(様式１) 

 

令和  年  月  日 

            

保護者 様 

インフルエンザによる出席停止の通知書 

館林市立第五小学校 

校長 佐藤 和弘 

 

お子さんは、インフルエンザのため、学校保健安全法第 19 条により、他の人に感染させる恐れのある期間は 

出席停止とします。インフルエンザの出席停止期間の基準は下記のとおりです。 

 

 

 

インフルエンザと診断を受けた場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。また、登校

にあたっては、医師の指導のもと、保護者の方が下記の「インフルエンザにおける療養報告書」を記入し、学校

へ提出をお願いします。（なお、医師の診断により 5 日を経過せず登校が可能となった場合は、治癒証明書の提出

が必要となります。） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

保護者が記入 

学校長 様 

インフルエンザにおける療養報告書 

 

  年  組 氏名           

 

１ 診断を受けた医療機関：          

 

２ 診断日：令和   年   月   日（診断型：A 型  B 型  不明） ※いずれかに○をつけてください。 

 

３ 登校再開日：令和   年  月  日  

（登校再開には下記の出席停止期間の基準１と２の両方を満たす必要があります。） 

※下記に「発症日」と「解熱した日」を記入してください。 

出席停止期間の基準 

１ 発熱等の症状が出た日（発症日）を 0日とし、翌日から数えて 5日を経過している。 

⇒ 発症日：  月  日 

２ 解熱した日を 0日とし、翌日から数えて 2日（幼児にあっては 3日）を経過している。 

⇒ 解熱した日：  月  日 

 

上記のとおり相違ありません。 

令和  年  月  日      保護者氏名           印 

＜インフルエンザの出席停止期間の基準＞ 

「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日（幼児にあっては 3 日）を経過するまで。」 

                                                             ( 公 印 省 略 ) 

                                                                  令和  年  月  日 

 

保護者様 

 館林市立第五小学校 

 

  年   組  氏名                    

                           

                                   館林市立第五小学校 

                               校長  佐藤 和弘 

 

学校感染症にかかる出席停止について 

 

 下記の感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。つきまして

は、文部科学省で定める期間かつ医師が登校可能と判断するまで、学校を休ませてください。 

なお、医師に学校感染症通知書を記入していただき、登校する日に持参してください。 

 

 

                                              

※これより医療機関にて記入 

 

 学 校 感 染 症 通 知 書      

 

 

病 名 

1．インフルエンザ         2．百日咳     3．麻疹    4．風疹 

5．流行性耳下腺炎         6．水痘       7．結核    8．咽頭結膜熱    

9．髄膜炎菌性髄膜炎           10．流行性角結膜炎       11．急性出血性結膜炎   

12．腸管出血性大腸菌感染症   13．その他（               ） 

 

 出席停止期間  令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日  

上記報告いたします。 

 

令和   年   月   日     医師名             印  

（切り離さないでください） 

   インフルエンザの出席
しゅっせき

停止
て い し

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席停止の書類について 

＜インフルエンザにおける療養報告書＞          ＜治癒証明書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「インフルエンザにおける療養報告書」、「治癒証明書」は、学校で受け取っていただくか、学校のホームペー

ジからダウンロードしてください。 

★日頃から感染対策を工夫していただき、ありがとうございます。今年も引き続き、ハンカチ・ティッシュはお

子様に身に付けさせていただくよう、よろしくお願いします。また、登校前に発熱や体調が優れない時には、

ご家庭で休ませてください。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２

日(幼児にあっては３日)を経過している場合に

は、保護者の方が「インフルエンザにおける療養

報告書」を作成し、登校する時に学校へ提出して

ください。 

発症した後５日を経過していない。または、解熱した

後２日(幼児にあっては３日)を経過していないが、医師

の診断により登校可能になった場合には、「インフルエ

ンザにおける療養報告書」ではなく、医師に記載してい

ただく「治癒証明書」が必要です。登校する時に学校へ

提出してください。 

おうちの方
かた

へ 


